
154-参-決算委員会-5号 平成 14年 09月 12日 

※郵便法、小泉訪朝、不審船、デフレ対策等について質問 

 

 

 

○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。 

 平成十一年度、十二年度決算に関連し、国政にかかわる内外諸課題について、官房長官並びに

竹中経済財政担当大臣、また日銀の方にもお伺いをさせていただきたいと思っております。 

 冒頭お伺いしたいと思うんですが、昨日、十五年ぶりに違憲判決というものがございました。

郵便事業における損害賠償責任の範囲を制限した郵便法の規定が、国家賠償請求権を定めた憲法

十七条に反するかどうかが争われていたということでございますけれども、これにつきまして一

部が違憲であるという判断が最高裁によって示されたわけでございます。 

 郵便事業の公社化に伴って郵便法が一部改正されるけれども、賠償責任の範囲はほぼ同じ規定

となるというふうになっているところのようでございまして、明治時代の旧郵便法がそのまま今

日に至っているということの御指摘もあるようでございますが。 

 ところで、十五年前の最高裁の違憲判決を振り返りますと、森林法の共有林分割制限というこ

とだったようでございますが、この折には、四月二十二日に違憲判決が出て、その後、六月二日

にそれの対処のための法律が公布されているということでございまして、超特急で開かれていた

常会に提出されて、すぐ措置されたと、こういうことのようでございます。 

 そこでお聞きしたいんですけれども、昨日の違憲判決というものを受けて、郵便法の改正につ

いてどうお取り組みになられるおつもりか、官房長官にお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 郵便法六十八条、七十三条の規定は現行郵便法の制定時から規定さ

れていたものでございますけれども、今回の最高裁判所の判決を真摯に受け止めまして、法律の

改正について早急に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

○辻泰弘君 それは、近く開かれるであろう臨時国会においても含めてということで理解してよ

ろしいでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） ただいま、どういう課題を取り上げるか、また臨時国会の在り方等

についてまだ予定が決まっておりませんので確定的なことは申し上げられない。今申し上げてい

るのは、早急に取り組んでいきたい、こういうことであります。 

 

○辻泰弘君 小泉総理の北朝鮮訪問についてお伺いしたいと思います。 

 北朝鮮との国交正常化という問題、また北方領土問題を解決して日ロ国交、平和条約を締結す

ると。この問題、やはり戦後の残された二つの大きな課題だと思いますし、ある意味ではこの二

つが解決されて初めて戦後が終わるとさえ言えるような大きな課題だと思います。そういう意味

において、今般のお取組については敬意を表する次第でございます。 

 振り返りますと、今この委員会で審議されているところの平成十一年、平成十二年には、村山

元首相らが超党派で代表団で訪朝されたということがございましたし、また十二年度、二〇〇〇

年には国交正常化交渉、第九回、十回、十一回というものが開催されたということがございまし

た。 

 そこで、今回の小泉総理の北朝鮮訪問についてお伺いしたいんですけれども、事実経過をお伺

いしたいと思います。まず、この訪朝計画の進行というもの、当然、外交の機密にかかわること

ですから、限られたメンバーであることは了解いたしますけれども、この計画の進行を承知して

いたメンバーはどういう範囲であったかを教えていただきたいと思います。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 今回の総理の訪朝計画を事前に承知していた者は、これは交渉相手



のこともございますので、これはお話は差し控えさせていただきたいと思います。 

 しかし、今回の総理の北朝鮮訪問は、七月末のブルネイにおける日朝外相会談、また先般の局

長級協議の実施という、そういうプロセスを経る中で、日朝双方において幾つかある選択肢の一

つとしてその可能性について検討がなされてきたものでございまして、そういう意味でいえば、

どちらか一方が提案して行うことになったものではありませんけれども、北朝鮮側からかねてか

ら総理の北朝鮮訪問を歓迎するという旨の意向が伝えられておりました。また、実務的な会談と

いう趣旨から今次会談は行うと、こういうことになったものでございます。 

 

○辻泰弘君 この交渉の進行、交渉といいますか訪朝計画の進行ですけれども、これについて田

中前外務大臣には一切報告されていなかったという指摘がございますし、状況から見て、恐らく

そうであったんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 交渉の当初は、これが具体化するかどうかというようなことで外務

省内においてこの情報をどういうように取り扱ってきたか、これは私、承知しておりません。そ

ういうことでございますので、ただいまの御質問について正確にお答えすることはできないとい

うことであります。 

 

○辻泰弘君 そうすると、現川口大臣には、いつの時点でお伝えになられたでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これも外務省内のことでございますけれども、川口大臣は承知をし

ていたというように私は聞いております。 

 

○辻泰弘君 承知していたというのは、いつ、どの時点から承知されていたということでしょう

か。 

 

○国務大臣（福田康夫君） それは私には分かりません。 

 

○辻泰弘君 お立場上そういうことなのかもしれませんが、私は一言言っておきたいと思います

ことは、やはり外務大臣という重責を担われた方でございますから、やっぱりそういう方が中心

に入っているのが本来の姿だと思うんですが、どうもそういう姿が見えないのじゃないかと思う

わけでございます。また、そういう内閣の布陣自体どうなのかということになろうかと思うわけ

でございます。 

 そこで、もう一つお聞きしたいんですが、今度の訪朝の同行者はどういうふうに予定されてい

るでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 訪朝の同行者及びその他日程等につきましても、詳細はまだ決定し

てはおりません。心積もりはございますけれども、最終決定していないということであります。 

 

○辻泰弘君 八月三十一日の会見において福田官房長官は同行する方について、外務大臣始め閣

僚は同行しないと思うと明言されております。この時点で既に外務大臣は行かないという御判断

だったと思うんですが、どういう理由でしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 今回は首脳会談でございますから、必ずしも外務大臣が行かなけれ

ばいけないということではない。これはほかの首脳会談についても同じでございます。 

 

○辻泰弘君 今回の首脳会談の場所を第三国ではなくて北朝鮮でとされた理由を教えてください。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これはピョンヤンで行うと、こういうことでございますけれども、



このことについては双方の話合いでそういうようになったということでありまして、小泉総理が

この日朝関係を打開しようと、こういう決意を持ってピョンヤンに乗り込むんだと、こういうこ

とでございます。 

 

○辻泰弘君 そうすると、交渉の過程では、第三国のことも検討されることではあったというこ

とですね。そのことも検討された上で決まったということですね。 

 

○国務大臣（福田康夫君） いろいろな可能性というものは検討したと思いますけれども、私は

承知しておりません。 

 

○辻泰弘君 今度の訪問は日帰りということになっているわけでございますけれども、日帰りに

しようという判断をされた要因を教えてください。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これは、今回は実務的な会談である、そういう趣旨から日帰りで行

うと、こういうことにしたわけでございます。 

 

○辻泰弘君 北朝鮮に行かれる要人の方々は、故金日成主席像への献花とか、同主席の遺体が安

置されている錦繍山記念宮殿への訪問とか、あるいはマスゲームの見物とか、こういうのはよく

あるわけでございますが、今回はそういういわゆる記念施設などへの訪問等の儀礼行事というも

のを予定されているかどうか、お伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 日程の詳細は、先ほど申しましたように詳細は決定はされておりま

せん。話合いしておりますけれども、決定されていないということであります。 

 

○辻泰弘君 この計画が公表されて、当初、小泉総理が自民党幹部の方々に政治生命を懸けて行

くとおっしゃったという話がございまして、後に町村さんがそういうことはなかったんだと、お

わびするとおっしゃいました。その後、福田長官が、説明した方の思い込みだというふうに御説

明されつつ、総理は毎日政治生命を懸けていると、このようにおっしゃっているわけでございま

す。そうすると、やはりこれは政治生命を懸けたことになるんじゃないかと思うんですが、いか

がでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 総理は毎日、毎日ですね、政治を進める上において真剣に取り組ん

でいるという、そういう意味です、だと思いますよ、町村議員がもし言われたとすればですね。 

 そして、私は、総理が、私に委員から総理は政治生命懸けて毎日やっているのかということを

言えば、そうだというふうに申し上げてもいいと思います。 

 

○辻泰弘君 今日、朝日新聞に森前総理のインタビューが出ておりまして、これを小泉総理に引

き継いだ、すなわち北朝鮮の交渉は森前総理のころからあったんだというお話の流れの中でござ

いますが、小泉総理に引き継ぐ際の反応は「ううんとか、はあんとか。」と、こういうふうに書い

てございまして、要は余り関心がなかったのかというふうなふうに受け止められるわけでござい

ます。 

 そのこと自体は森さんに聞かないと分からないところもあるのかもしれませんが、お近くで見

ておられて、官房長官として、小泉総理が政権を作られたときにこの日朝問題というものをどう

とらえておられたのか、関心、興味をお持ちであったかどうかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 私は、総理がどういうようないろいろなお話をいろいろな方から伺

っているか、そういうことは詳細存じ上げません。 



 ですから、総理がそういうような情報に基づいてどういうふうにお考えになっているか、これ

は私から説明するわけにいきませんけれども、しかし、この日朝問題というのは、戦後五十年以

上たってまだ関係改善されていないというそういうような状況において、これがこの地域の安全

保障とかそういう問題に関係するんであれば、なおさらのこと、この関係は改善しなければいけ

ないと、そういうような思いはずっと持っておられるものと思います。 

 

○辻泰弘君 新聞報道で拝見するわけですけれども、アメリカへの首相訪朝の通告といいますか

お伝えになられたのは、八月二十七日にアーミテージ・アメリカ国務副長官とベーカー駐日米大

使が来られたときに話されたというふうに伝えられているんですが、この首相訪朝についてのア

メリカへの通告の経緯を教えてください。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 政府が対北朝鮮政策を進めるに当たりましては、米韓両国と緊密な

連携を図っていくことが極めて重要と考えております。そういう意味で、これまでも両国との間

では緊密に意見交換をして、そして北朝鮮との間で対話を進めるということの重要性を確認して

まいっております。 

 そういうような基本的な考え方の下に、今回の訪朝についても総理から直接ブッシュ大統領に

事前に電話で説明を行っております。 

 

○辻泰弘君 その具体的な日付を、八月末とか、ちょっと教えていただけませんですか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これはいろいろな、対外折衝でありまして、いろいろな関係ござい

ますので、すなわち外交的な配慮ということもございますので、正確に私の口から申し上げてい

いのかどうか分かりませんので、ただいま差し控えさしていただきます。 

 

○辻泰弘君 伝えられるところによると、八月二十七日に総理がベーカーさんとアーミテージさ

んにおっしゃったのが最初だったというふうに言われておりますし、ほぼそうだろうと思うんで

すが、そのことの御確認はいただけますか。 

 八月二十七日にベーカーさんとアーミテージさんが首相官邸を訪問されたと、二十七日の午後

に。そのときに首相が切り出されたと、これが最初だったというふうに伝えられているわけです

が、そのことがどうかということです。 

 

○国務大臣（福田康夫君） ただいま申し上げましたけれども、それぞれの国との関係がありま

すので、私の口から申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。 

 

○辻泰弘君 日本時間では十三日になるんでしょうか、十二日に小泉総理がブッシュ大統領とお

会いになるということになっているようでございます。 

 そこでお聞きしたいんですけれども、この会談の結果にもよると思いますが、小泉さんが、小

泉総理が訪朝されるときにアメリカ大統領のメッセージを伝達されると、このような御予定はお

ありでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 今回の総理の訪米においてブッシュ大統領からメッセージを託され

るとか伝達を要請されるとか、そういうような話は私ども承知しておりません。 

 

○辻泰弘君 米朝対話についてお聞きしておきたいと思うんですけれども、去る九月八日でござ

いましょうか、日米韓三国局長協議というのがございまして、共同声明が発表されているようで

ございます。その中で、日韓は米朝対話への支持を表明すると、またアメリカは北朝鮮との無条

件かつ包括的な対話を行う用意があることを再確認をすると、こういうことがございました。ま

た、八月二十六日でしょうか、日朝局長級協議におきまして、北朝鮮側より、アメリカとはいつ



でも対話を行う用意がある、日本としてもアメリカに対し対話が再開されるよう働き掛けていた

だきたい旨の発言があったということが記録としてございます。 

 そこで、今回のことを一つの契機にして、いわゆる米朝対話というものが進展していくという

ふうに見ておられるかどうか、お伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 米国は北朝鮮との間で前提条件を付けないで包括的な対話を行う用

意があると、こういうふうな立場であると承知をいたしております。そういうような米国の基本

的な立場を踏まえまして、今回の小泉総理の訪朝に際しては、総理から金総書記に対し、米国及

び韓国との間で対話を促進し問題の解決を図るよう働き掛けを行うと、こういうことになるだろ

うと思っております。 

 政府といたしましては、こういうような努力を日朝関係の改善とそれから北東アジア地域に平

和と安定を作るための契機としたいというように考えております。同時に、これが米朝対話の進

展に資するものとなることを期待もいたしております。 

 

○辻泰弘君 今回の両首脳会談が開かれて、その後に共同あるいは単独の記者会見というものは

予定されているでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これも先ほど申し上げているとおり、ピョンヤンにおける日程につ

きましては現在調整を行っているところでございまして、具体的に決定しているものはございま

せん。 

 

○辻泰弘君 いわゆる拉致問題についてですけれども、官房長官は、こういう発言ございます。

国交正常化交渉ができるかどうか見極める必要がある、日本人拉致問題はその中で包括的に考え

るということなんですけれども、一方、田中局長は、アジア大洋州局長ですけれども、田中さん

は、拉致問題は消息安否の調査を経て、面会、帰国が実現しないといけない、拉致問題に進展が

なければ関係が大きく進む契機になるとは思えないということを語っておられるんです。 

 そこでお伺いしたいんですが、官房長官が言われる包括的に考える、日本人拉致問題はその中

で包括的に考えるという包括的の意味なんですが、これは、ある意味では、個別のことについて

不十分といいますか、少し懸案を残しつつも、それは正常化は図っていくんだということなんで

しょうか。それとも、改革なくして成長なしみたいな、小泉的フレーズでいくと、拉致問題解決

なくして正常化なしと、こういうふうなとらえ方なのか、その辺についてお伺いしたいと思いま

す。 

 

○国務大臣（福田康夫君） この解決、この日朝関係のですね、日朝関係を改善し、そして正常

化交渉ができるかどうか、今回、小泉総理は、訪朝しまして正にそのことは可能かどうかを見極

めると、こういうふうなことで行くわけですね。拉致問題というふうに一つのことを取り上げら

れました場合には、これは包括的というふうに申しますけれども、しかし、そういう包括的ない

ろいろな問題の中においても、これは極めて大事なことでありまして、この問題は進展なくして

この包括的解決を図るということはなかなか難しいかなというように私ども思っております。 

 いずれにしましても、総理、小泉総理が訪朝しまして、その辺のところはしっかりと交渉して

いただくと、こういうようなことを期待をいたしているところでございます。 

 

○辻泰弘君 拉致されたと言われておりますところの有本恵子さん、私、実は兵庫県の選出でご

ざいますけれども、神戸市にお住まいでございまして、そのお母様に私の事務所のサイドからち

ょっと今日御連絡をさせていただいたわけなんですが、そこでお母様がおっしゃっていたことは、

少なくとも表に出ている、名前が出ている方の安否を絶対聞いてきてほしい、またすぐに帰国に

はならないと思うがと、こういうようなことをおっしゃっていた。それから二つ目が、親が元気

なうちに帰れるようにしてほしい、家族ができているようであれば家族共々帰れるようにしてほ



しい、是非お願いしますと、こういう御伝言をいただいているんですが。 

 そこで、お伺いしたいんですけれども、先般福田長官も、出発前に拉致被害者の家族と総理と

の面会の機会を作るよう努力するとおっしゃっていただいておりますけれども、この拉致被害家

族との面談の場の設定、お願いさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 拉致問題を解決するための議連がございまして、そこの議連の方か

らただいま委員のおっしゃるような申入れがございました。私どももできるだけのことはしたい

と思っております。御家族の方と面会し、御家族の意向を伺い、また気持ちをしっかりと体しま

して、小泉総理がその御家族の気持ちを体してしっかりとした交渉をしてくださる、そういうこ

とを期待いたしております。 

 

○辻泰弘君 今の面談の場を持たれるかどうかについては、はっきりしなかったと思います。実

際、行かれるのは十七日でございますから、もうそんなに時間がないわけで、設定されるかどう

かについては御判断いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 先ほど申しました議連の方々と十六日午前にお会いするという、そ

ういうように了解いたしております。 

 

○辻泰弘君 ということは、家族の方とは限らないということになるんでしょうか。議連の方と

いうのは議員連盟ということでございますね。 

 

○国務大臣（福田康夫君） ですから、議員連盟の方がお話を、拉致された家族の方々とお話を

されてそういう設定をしてくださっておると、こういう了解をいたしております。 

 

○辻泰弘君 そのことで、今、総理が被害の家族の方々とじかに面談されることにつながるとい

うことでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 小泉総理は、時間的な問題もございまして、日程の調整が折り合わ

ず、訪朝前の御家族との面会は見合わせることになりまして、その代わりと言ってはなんですけ

れども、私が御家族と面会すると、こういうような段取りで進んでいるというふうに理解してお

ります。 

 

○辻泰弘君 ごめんなさい、要は官房長官がお会いくださるということでございますね、家族の

方と直接にというのは。そういうことでございますね。よろしいです。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

 今回の日朝の局長級会議、これは断続的に開かれたと思うんですが、八月でございましたか、

このときの議論の概要というのを外務省でおまとめになっているわけですが、この中で、「北朝鮮

側より、「過去の清算」に関し、」「国交正常化の基本問題は、日本による過去の清算（謝罪、補償、

文化財、在日朝鮮人）であり、」という指摘があったと。これに対して日本側は、「「過去の清算」

については誠意をもって検討する用意はある」と、こういうやり取りがあったというふうに外務

省の資料にあるわけでございます。 

 すなわち、日本としても「過去の清算」について誠意をもって検討する用意があると、こうい

うことになるわけですが、そこでお伺いしたいんですが、今回訪朝されるに当たって、いわゆる

植民地支配についてのコメントというものが出されるのかどうか、それがかつての村山談話に基

づくものなのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 政府といたしましては、今回の総理訪朝は、戦前戦後にわたります

日朝間の諸懸案の解決につながるということとともに、国交正常化に向けての重要な契機となる



わけであります。また、ひいては北東アジアの平和と安定に向けた重要な貢献となるということ

を期待しておるところでございます。 

 他方、総理が金正日総書記との間で具体的にどういうような話をされるかということについて

は、最終的には総理の御判断によるわけでございまして、現時点での会談内容を予断するという

ようなことを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 

 

○辻泰弘君 外務省の田中アジア大洋州局長がインタビューでこのように答えておられるんです。

植民地支配の清算は補償でなく経済協力方式を取った日韓国交正常化と同じ形でないとできない

と、こういうインタビュー記事が最近ですけれども出ているわけでございます。こういう方針だ

と考えていいでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） ただいま申し上げましたように、戦前戦後の問題についていろんな

問題があるわけですね。そういう問題について、これから総理が金正日総書記と話合いをするわ

けでございまして、その個々の内容については、ただいま申し上げたのは、予断をするようなこ

とは今の段階では差し控えるべきであるということを申し上げたわけでございます。 

 

○辻泰弘君 次に、かつて交渉の過程で、第四回交渉において日本側が基本関係条約を提出した、

あるいは北朝鮮側は善隣友好条約案を九一年に第五回交渉で提出したという指摘があるんですけ

れども、現実の交渉の過程でかつてそれぞれ条約案を出したということがあったのかどうか、教

えていただきたいと思います。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 過去の話ですか。 

 

○辻泰弘君 では、もう一度お伺いさせていただきます。 

 かつて、九一年に第四回交渉があった、九一年八月に第四回交渉、同年十一月に第五回交渉が

あったと。そのときに日本側が基本関係条約を提案し、北朝鮮側が善隣友好条約を提案したとい

うふうに言われておりますけれども、このことがあったのかどうかということでございます。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 報道にそのようなものがあったということを聞いておりますけれど

も、あくまでも報道のことでございまして、国交正常化の際に日朝間でどういう法的な枠組みを

整備するか、これは今後の国交正常化交渉において議論する、そういう課題でございまして、そ

の内容を現時点で予断するということは、これは適当でないと思っております。 

 

○辻泰弘君 今度の小泉総理の訪朝の後、どういう結果になるか分かりませんけれども、今回持

たれたピョンヤンの連絡事務所、これを存続していかれるということは検討されているでしょう

か。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 今回のピョンヤンの連絡事務所は、今回の小泉総理の訪朝のために、

その準備のために開設したものでございまして、先遣隊が既に三日にピョンヤンに入って準備本

部を立ち上げております。したがいまして、そういう趣旨からいいまして、この準備本部は訪朝

が終了後には撤収するということになっております。 

 

○辻泰弘君 いわゆる不審船のことでちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、九月四日の

方の能登半島沖不審船発見の際についてでございますが、この際に防衛庁に深追いするなとの指

示が官邸サイドから出たという情報がございますけれども、いかがでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） どこからという御指摘はありませんけれども、私どもの承知してい

る限りはそういう指示を出したことはございません。 



○辻泰弘君 その際、ヨハネスブルクからでしょうか、小泉総理は日本に帰ってこられる途上に

あったかと思うんですが、すなわち政府専用機の中にあったかと思うんですが、そこにお伝えに

なったと思うんですけれども、そのときの指示はどういう指示だったか、教えていただけるでし

ょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 総理の指示と申しますか、私が承知していることについて申し上げ

れば、不審船のこの情報について、これは私は九月四日十六時二分にその不審船の疑いのある船

舶を発見したとの報告をこれを初めて聞いたのでありますけれども、そういうように目視された

ということであるから、この情報は公開と申しますか公表してもいいのではないかと、こういう

ような指示があったというように記憶いたしております。 

 

○辻泰弘君 これは今日の新聞でございますけれども、防衛庁の守屋局長が四日の日本海に現れ

た不審船に言及されて、実質的にそれは北朝鮮籍だというふうな御認識に立たれた上で、国交正

常化をしようという国はそういう行動を控えるのが普通だと、こういう発言を昨日講演の中でさ

れているようでございます。 

 この発言、どう受け止めておられるでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 守屋局長がどういう文脈でそれを言われたのか、私、全文見ており

ませんからちょっとそのコメントをするのは難しいのでありますけれども、しかし、いろんな方

がいろんな報道というか状況に基づいて言われるということはこれはあるわけでございますので、

そういうふうに言われたとしても、それは守屋局長の認識だろうなというふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 昨日でしょうか、福田長官は今のような御発言を記者会見でもされているわけです

けれども、いろんな人が事実関係の確認なしにいろんなことを言うわけだからいろんな意見は出

るだろうと、こういう御発言のように伝えられているわけですが、しかし、いろんな人が事実関

係の確認なしにと言われているわけですが、その方は防衛局長でいらっしゃるわけでございまし

て、いろんな人というわけにもちょっといかないんじゃないかと思うわけでございます。 

 そしてまた、事実関係の確認というものから見れば、防衛庁がかなり情報に、最先端に触れて

いると常識的に思うわけでございまして、そういう意味では、いろんな人が事実関係の確認なし

にいろんなことを言うということで済ませるものではないのではないかと思うわけでございます。 

 ここに見えることは、すなわち、いささか国交正常化というものの大義、それはもちろん大事

なことなんですが、そこを追われる余りに少しすっ飛ばしている部分があって、事務方からすれ

ばそのことが見えて、それではちょっと危なっかしいのではないかと、こういうふうになってい

るのじゃないかと思うわけでございます。 

 いかがでしょうか。いろんな人が事実関係の確認なしにいろんなことをおっしゃるわけですが、

防衛局長でございます。そういう意味では事の意味は大きいと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 防衛局長がその不審船が近海でもって航行しているその真意を承知

していたのかどうか、していないと思いますよ。ですから、私、先ほど申しましたように、守屋

局長は余りいい加減なことを言うはずはないんですよ。ということは、やっぱり全体の文脈を見

て判断すべき問題だと。ですから、そのことについてこうやって議論することは不毛の議論だと

思っております。 

 

○辻泰弘君 では、またその正確なところを見定めて議論をさせていただく機会を持ちたいと思

いますけれども、もう一点お聞きしたいと思います。 

 九月四日の能登半島沖不審船についてですけれども、一時、日本の排他的経済水域内を航行し

ていたとか、この船が北朝鮮の港を出港していたというふうに言われているわけですけれども、



この点についてどのようにとらえていらっしゃるでしょうか。どういうふうに、聞いておられる

かどうか、判断しておられるかどうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 今回の船舶を自衛隊の哨戒機が発見したのは我が国のＥＥＺの外で

ありました。それ以後、この船舶はＥＥＺの外を航行し続けたということと承知しております。 

 しかし、それを最初に発見した以前にこの船舶がＥＥＺ内に入っていたかどうか、それは確認

はできないわけでありますから、これについては何とも申し上げようがないということです。 

 

○辻泰弘君 報道では、報道でしかないわけですけれども、報道では官房長官が、ＥＥＺ内を航

行していたという見方について私は一切聞いていない、北朝鮮の港を出航したことについてもそ

ういう事実は全くないとおっしゃったと言われているんですが、それは事実に反しているわけで

しょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これは情報の取得の、何というんですか、手段とかいろんな情報収

集の問題がございまして、十六時二分に目視したという以前のことについて情報の有無、それか

らどういうものだったかということについて申し上げることはこれはできないんです。これはそ

ういう意味で御了解いただきたいと思います。 

 

○辻泰弘君 では、もう一つの不審船のことをお聞きしますけれども、東シナ海沈没不審船のこ

とですが、昨日引き揚げられたということになっているわけですが、その国籍特定の時期につい

ては官房長官も幾つか発言されているんですけれども、国籍特定の時期、いつごろと見通してい

らっしゃいますか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これは物理的に引揚げをして、そしてそれを鹿児島港に曳航してく

る、それからしばらくの間、爆発物がないかどうか、危険物がないかといったような調査をしな

ければいけない、そういうことでありますので、それがどのぐらいの期間掛かるか分からない。

私は、海上保安庁から聞いておりますことは、大体その調査に一週間、曳航に三日間、十日ぐら

い掛かるのかなというような感じがいたします。 

 そういう爆発物とか、そういうような調査が終わってから実際にこの国籍の確定に向けてのま

たいろいろな鑑定とか調査が行われる、分析が行われる、こういうことでありまして、それがい

つ終わるかということは、これは海上保安庁とそれから宮崎県警の捜査の問題だと、こういうこ

とでございますので、私から──鹿児島県警、鹿児島県警の捜査の問題でありますから、私から

断定的に今申し上げることはできないということです。 

 

○辻泰弘君 確認しておきたいんですが、今度の小泉総理訪朝での首脳会談への影響を考慮され

て引揚げを遅らせたことは一切ないと、こういうことで間違いございませんか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これは今回、この引揚げは本来ならばもっと早く引揚げが完了して

いるはずだったのであります。しかしながら、この引揚げの実務を始めるころにちょうど大きな

台風が何回か襲撃したというようなことがありまして、予定がすっかり狂ったということがござ

います。それ以外の何か人為的にどうこうしたとかいったようなことを憶測する向きもあるよう

でありますけれども、そういうことは一切ございません。 

 まさか台風の時期をずらすとか、そういうことができればそういうことはいいのでありますけ

れども、そういうことは当然のことながらできませんから、自然的にこうなったんだというよう

にお考えいただくべきであると思っております。 

 

○辻泰弘君 昨日の会見でしょうか、官房長官は、不審船の国の特定についてですけれども、仮

定の話だろうが慌てなくてもいい、確定してから申し上げればいいと、国籍の特定ができた段階



で当該国に対して確定してから申し上げればいいと、こういうような御発言だったと思うんです

が、ということは確定した段階で、当該国への対処は確定したら申し上げると、こういうことで

よろしいですね。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これは犯罪捜査ということでありますから、そちらの方の判断をこ

れを差しおいて、私どもからどうこう申し上げるべきことではないんだろうというように基本的

には思っております。 

 したがいまして、これはその成り行きを今現在は見守るということでありますけれども、いろ

いろな状況もございますから、したがいまして日朝首脳会談においても不審船というような形で

もって取り上げる、これは過去においても何回かあったわけでございますので、そういうような

形でこの問題も取り上げられる、そういう可能性はあろうかと思いますが、いずれにしましても

これは総理の御判断でお話を進められることだと思っております。 

 

○辻泰弘君 昨日、総理、ニューヨークで御発言をされている中で、中国訪問についてですが、

中国側が来てほしいということなら私も都合を付けて行きたい、しかし今は歓迎できるような状

況じゃないと判断すれば私は行かなくていいという、おっしゃっているんですけれども、中国訪

問の予定というものはあるでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 今現在、確定したものはありません。 

 

○辻泰弘君 福田官房長官、九日の記者会見だったでしょうか、イラクの攻撃、アメリカによる

イラクの攻撃ということを検討しているということについてですけれども、イラクの姿勢を改め

させるため、国際世論を盛り上げることが必要だ、我が国もその方向に向かって行動すると、こ

のようにおっしゃっております。 

 そこでお伺いしたいんですが、我が国もその方向に向かって行動するというのはどのような外

交努力になるのでしょうか、どういうことをされることになるのでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） これは、外交、外務省でもって行うことであります。また、総理も、

イラクの今の、現在の対応というものに対しては問題がある、そのイラクがもっと開かれた国家

になるということが必要なんだという趣旨のことを述べておられると思いますけれども、今現在、

攻撃をいつするかといったようなこともありますけれども、それと同時に、いかにしてイラクを、

例えば核査察を受け入れさせるとか、それから大量破壊兵器を、この開発を止めさせるかといっ

たようなことが、これは根源的に大事なことなんだろうと思います。 

 そういう意味においてどういうことを日本がなし得るかということで、外交当局でいろいろと

考えておられることと思います。また、それを実行していることではないかと考えております。 

 

○辻泰弘君 ちょっとテーマを国内に移させていただきますけれども、内閣改造、臨時国会とい

うことが具体的な日程として上ってきているわけですけれども、昨日も、総理大臣、記者会見で

おっしゃっているんですけれども、内閣改造も民主党の代表選挙が九月中旬以降にあるのでそれ

を踏まえてというような御発言、また臨時国会の召集時期についても、民主党代表にだれがなる

かということが臨時国会の幅にも影響すると、こういうような御発言がございまして、民主党の

代表選挙を非常に高く評価していただいて感謝するような思いもございますけれども、どのよう

なかかわりがあるのかと、内閣改造と民主党代表選挙は。また、臨時国会の会期幅設定と民主党

代表選挙の関係がどういう関係があるのか、教えていただきたいと思います。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 民主党の代表選挙については、これは私どもからすればほかの党の

ことでございますので、これは何か申し上げるというような立場にはございません。 

 総理は、民主党内で活発な再生策を検討して将来、政権が担当できるような指導者が党首にな



ることを期待していると、こういうふうなことを述べたということは承知いたしております。 

 

○辻泰弘君 しかし、官房長官にお聞きするのも申し訳ないようにも思いますけれども、しかし

明確に関連付けておっしゃっていることは間違いないわけでございます。ですから、そのことは、

そういう、そのことしか言っていない、これ以外は言っていないんだという御説明は、ちょっと

事実関係として違うんじゃないでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 総理はこの後、ピョンヤンに参りますが、帰国後、またコペンハー

ゲンでもって、二十一日からこれは出発しまして、ＡＳＥＭの会議がございます。それが帰って

くるのが二十五日になると思います。ですから、ちょうど、何というんですか、代表、御党の党

首選挙とぶつかる、これは二十三日ですからね、ちょうどＡＳＥＭに行っている間に終わるわけ

であります。ですから、その後の国会、例えば臨時国会の予定、それから政治スケジュールとい

うようなものを考えるのは結局、帰国した二十五日以降と、こういうことになるわけですね。た

またまタイミングが合ったから、その民主党の選挙をよく結果を見て、その上で判断ができると

いうことなんだろうと思います。 

 先ほど申したことが我々の考え方でありまして、民主党のことは民主党のことでございますの

で、これはそのことについて云々申し上げるべきでないということでございます。 

 

○辻泰弘君 官房長官としての御発言は、それ以上のことはあれでないし、当事者でございませ

んから、人の責任、人の発言にまでどこまで付き合えるのかということもあるかと思いますので

あれですけれども、しかしこれははっきりと総理は意識を持っておっしゃっていると思うんです。

民主党代表はだれかが会期幅にも影響すると、こういうふうになっているわけでございまして、

これは官房長官とやっていてもあれですけれども、少し違和感があるなと思うわけでございます。 

 それじゃ、ちょっと別の問題、臨時国会で、近々開かれると予定されているわけですが、そこ

で提出される予定法案、教えていただけますでしょうか、重要法案。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 臨時国会につきましては現在、与党と御相談をしているところでご

ざいますけれども、まず臨時国会開くかどうかということもございますので、もしそうであれば、

継続中でございます有事法制関連法案とか、また個人情報保護法案などの早期成立に向けて御審

議をお願いしたいと思っております。 

 また、新たにどういうような法案を提出するかということは、昨今の社会経済情勢を踏まえま

して、真に必要な法案に絞って提出するようにという検討をいたしているところでございます。 

 

○辻泰弘君 各所管大臣は発言されているわけですけれども、預金保険法の改正とか構造改革特

区の関連法案、独立行政法人の設置法案等々、こういうことが言われているわけですが、それら

もやはり予定されていると理解していいですか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 目下、与党と協議中でございます。 

 

○辻泰弘君 デフレ対策についてお伺いしたいと思います。 

 先般、与党がデフレ対策を出されているわけですが、そこで、時間も限られてきていますので、

ちょっと口早になって恐縮ですけれども、まず一つ、減税は一兆円以上の規模をというのが総理

の御下命であったと思うわけですが、ここに来て、世界同時株安というようなことも踏まえて、

減税規模を拡大してはどうかという御議論がある。ＧＤＰの〇・五％ですか、二・五兆円ぐらい

どうかと、こういうような話も出てきたりしているわけですが、減税規模の拡大について取り組

まれることがあるのかどうか、官房長官にお伺いしたいと思います。 

○国務大臣（竹中平蔵君） これまでの税制改革の基本方針の決定の過程で、総理からは、少し

踏み込んで一兆円を超える先行減税についても議論をするようにというような指示をいただいて



おります。 

 そうしたことを受けまして、税制全体の制度設計の段階に今議論が至っているわけですが、そ

の入口として、先般の経済財政諮問会議におきまして、民間議員の方から、様々なマクロ的な状

況を考えて、ＧＤＰ比〇・五％ないしはそれを上回るような先行減税を行ってはどうかという一

つの提案がなされた段階であります。 

 基本的には、やはり経済財政諮問会議ができたことによって、予算全体の姿、すなわち歳出と

歳入の姿を明らかにした上で予算を作っていくというのが正にトップダウンの予算編成のスタイ

ルであろうと思いますので、その歳入の部分のマクロ的な議論として、これから経済財政諮問会

議でその規模を含めた議論を今進めていこうとしているところであります。様々な経済指標に注

意を払いながら、マクロ的な観点からそうした議論を進めたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 補正予算についてお伺いします。 

 昨日、総理は、補正予算を組む予定は今のところないと、こういう発言でございます。また官

房長官も、先般、株価が下落したときに、株が下がったから補正だとはならないというようなこ

とですが、現時点で補正予算を組むことを考えておられるかどうか、お伺いします。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 今現在、補正予算は予定に上がっておりません。 

 

○辻泰弘君 竹中大臣にお伺いします。 

 補正予算についてですが、大臣は、イタリアであったと思いますが、偶発的なことが世界の市

場で起こって連鎖的に経済が悪化する状況ではないというコメントをされて、補正予算編成につ

いては否定的な見解だというふうに伝えられておりますが、補正予算の必要性についてお伺いし

たいと思います。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 予算編成の基本的な考え方が、今年一月に示された「改革と展望」

においてこれまでとかなり違ったものになったというふうに我々は考えております。 

 それは、当初の予算においてマクロ経済と財政の関係を十分に考慮して責任のある予算を編成

する、それ以外の問題に関しては、いわゆる財政に組み込まれたビルトインスタビライザー、不

況になれば自動的に税収が減るんだし、そうすると結果的に赤字が増えて経済を刺激する、そう

いったビルトインスタビライザーを活用するというふうな基本方針を示しております。 

 唯一例外は、予想もできないような大きなショックが起こったときには、これは総理自身も言

っておられるように、柔軟かつ大胆にやる、今の状況はそういう状況ではない、決められた線に

沿ってビルトインスタビライザーを活用しながら改革をできるだけ速やかに行うことに尽力すべ

きであるというふうに思います。 

 

○辻泰弘君 不良債権のことですけれども、昨日、総理が、不良債権を処理するとデフレが進み

倒産や失業が増えると言う人がいる一方で、きちんと処理を進めるべきだと言う人もいる、私の

答えは覚悟して不良債権処理を加速しないといけないという判断だと。ある意味では今までより

も踏み込んだ御発言をされているんですけれども、具体的に何をしていこうとされているんでし

ょうか。官房長官にお聞きしたいところですけれども、いかがでしょうか。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 総理と直接お話ししたわけではございませんけれども、先般の第二

骨太の中で四位一体の改革というのを強力に主張しております。歳出の改革、歳入の改革、これ

は税制改革ですね、それと規制改革、金融システムの改革。 

 この中で、歳出の改革については幾つかの新しい試みで予算を組んだ。規制改革については特

区等々の新しい試みをしようとしている。歳入の改革についても税制改革を進めつつある。そう

した中で、相対的に、金融システムの改革というのは一生懸命努力はしてきているんだけれども、

不良債権が更に増えて、なかなか、相対的に見ると進捗が遅いというような強い認識を私自身も



持っておりますし、総理もそのようにお考えではないのかと思います。 

 そうした認識を踏まえて、よりこれもこれまで議論されてきた枠組みを更に強くして不良債権

の処理を進めるというのが総理の御決意であると思います。 

 

○辻泰弘君 ペイオフの解禁についてですけれども、官房長官が発言されている中に、ペイオフ

の全面解禁に関して、今、決済性預金の保護ということが言われていて、それに向けての金融機

関の準備があるということを前提にしてですけれども、猶予期間を設けるということがあり得る

わけですが、そのことについて、その辺も含めて検討するということを官房長官はおっしゃって

いるわけでございます。 

 また、総理も同趣旨のお考えを示しておられるわけですが、決済性預金の保護ということを組

み込んだペイオフの解禁、四月からというのを少し猶予を置くということは検討されているでし

ょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） ただいま金融庁の方でもって、そういうシステムをどういうように

具体化していくかということについて、銀行界から、各銀行からヒアリングをして実情を調べて

いると、そういう状況でありますので、その結果を待ちたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 与党のデフレ対策の中にあった一つとしまして、ＥＴＦ、株価指数連動型投資信託

というのがございました。伝えられるところによると、官房長官も検討していくというふうなこ

とをおっしゃっているわけですけれども、これについては内閣の中でも複数の大臣が、公的資金

を使うのはおかしいんじゃないかと、年金資金等はおかしいんじゃないかと、こういうような発

言もあるわけでございます。その中で、竹中大臣は、日銀のオペの対象に組み込むならば可能性

は検討していってもいいんじゃないかというような御趣旨の御発言があるかと思うんですが。 

 そこで、日銀の方からも来ていただきまして恐縮でございますけれども、このＥＴＦ、この投

資信託でございますか、上場の投資信託ですけれども、この購入を日銀が行おうとする場合、効

果が三兆とか言われておりますけれども、その場合、日銀法の改正は必要になるんでしょうか。

いかがでしょうか。 

 

○参考人（山口廣秀君） お答え申し上げます。 

 お尋ねの件につきましては、日銀法の解釈にかかわる問題ということでございまして、なかな

か私どもの立場からは直接お答えするのが難しいということでございます。この点、御理解いた

だきたいというふうに思います。 

 ただ、日本銀行法におきましては、日銀がオペにより買い入れることができる資産につきまし

ては、手形あるいは債券に限定されておりまして、日本銀行がお尋ねのＥＴＦを買い入れること

については想定されていないというように理解しております。 

 

○辻泰弘君 竹中大臣は、ＥＴＦ、日銀のオペの対象にということであれば検討してもいいんじ

ゃないかという御発言と承りますが、その場合は日銀法を改正してでもということになるんでし

ょうか。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） ちょっと誤解のないように是非申し上げておきたいと思いますが、

例えば年金等々の資産で、これは年金のために運用しているわけでありますから、その運用のた

めにもしもＥＴＦを買うのが有利であるというふうに判断するのであるならば、これはポートフ

ォリオの一環としてそのようにすればいいと、これはもう当たり前の話であろうかと思います。

申し上げたのは、株価を維持するＰＫＯ的なことであるならば、これは余りよくないですねとい

うことを申し上げたわけであります。 

 日銀に関する私の発言でありますが、これは政策手段の選択は日本銀行が独立的に、その独立

性を保持しながら厳粛に行うべきものであるというふうに思っております。 



 ただ、マネーサプライ、午前中の議論でもさせていただきましたが、マネーサプライはやはり

是非とも増やしていただきたい、その一環としてこういう手段も一つあるのではないのかという

議論の素材として提供させていただいたわけでありまして、これについては日本銀行の方でその

是非も含めて検討していただければよいというふうに思います。 

 

○辻泰弘君 竹中大臣は、午前中もおっしゃっていたように、マネーサプライを安定的に増やし

ていくべきだと、こういうお考えですけれども、その一つの具体的な対応として、長期国債の日

銀による購入、月一兆円ということになっておりますが、この増額ということが一つのテーマで

はあろうと思うんですが、日銀としてその点については御検討でしょうか。 

 

○参考人（山口廣秀君） 私どもの金融政策につきましては、御承知のとおり、毎回の金融政策

決定会合におきまして、その時々の金融経済情勢について十分検討した上で決定するということ

になっております。したがいまして、私の立場から先行きの金融政策運営につきましてお答えす

るのはなかなか難しいと、この点御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○辻泰弘君 官房長官にお伺いしたいんですけれども、昨年、官房長官がこういうことを発言さ

れたと伝えられておりまして、小泉総理の下では景気は良くなりませんから御了解くださいと、

こういうことをおっしゃったように伝わっておるんですが、大変本質をとらえて将来を的確に見

通された発言だと感服しておるんでございますけれども、福田長官としてこの確信に揺るぎはな

いでしょうか。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 私がそういう表現をしたことはないと思いますよ。これは確言いた

します。本当にそういうマスコミの中でいい加減なことを書くのが多いということでありまして、

私が言ってもないようなことが次々と出てくるのでびっくりしております。 

 そういうことでありますので、私がその御質問にお答えする必要はないかと思っております。 

 

○辻泰弘君 税制改革についてお伺いしたいんですけれども、小泉総理が経済財政諮問会議にお

いて八月六日、「税制については、シャウプ以来の税制改革により、経済活性化に資する「あるべ

き税制」を構築することが私の基本的な考え方である。」ということがあって、そこから一斉に動

いているところがあるわけですが、ここでお聞きしたいんですけれども、シャウプ以来の税制改

革によりと、このようになっているわけです。 

 実は、竹中大臣も五十年来の改革によりということをおっしゃっているんですが、しかし、い

わゆるシャウプ税制そのもののいわゆる直接税中心主義という、このことを根本から変えるとい

うことがシャウプ以来の税制改革によりということになるんだと思うんですが、現実に行われて

いることがそのようなシャウプ以来の税制改革という名に値するものかということは、率直に言

って非常に疑問に思わざるを得ないわけでございます。 

 そして、先般の骨太の方針第二弾でございましたが、公平、中立、簡素を公正、活力、簡素で

ございましたか、そのように読み替えると、こういうこともあったわけですけれども、それもそ

の部分をそのように理解するというふうな非常に訳の分からない対応になっていたわけでござい

まして、そういう意味でシャウプ以来の税制改革という看板が余りにも大き過ぎるんじゃないか

と、何が具体的に言えるのかと。 

 すなわち、今日までやってきた、昭和六十三年でございますか、あるいは平成六年ですか、こ

れが一つの抜本改革と言われているわけですけれども、間接税を入れたりして、消費税を入れた

りして、これを上回るものであって初めてシャウプ税制以来の改革ということに論理的になると

思うんですけれども、何を考えておられるのか、教えていただきたいと思います。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 委員御指摘のとおり、シャウプ税制というのは包括的所得税の考え

方にのっとって非常に整合的な思い切った改革を行った。それ以降、日本は毎年毎年税制という



のは真剣に議論はされてきているわけですけれども、それ以降五十年間の改革というのはどうい

う方向であったのか。どちらかといえば、やはりその時々に必要な政策減税といいますか、一時

的な租税特別措置的なものが積み重なって、結果的に当初の包括的所得税の理念がよく見えない

ような形の継ぎはぎの税制になってしまっているというのが現状ではないかと思います。 

 今回の目指しているのは、包括的所得税そのものを根本的な理念として覆すということでは必

ずしもないのでありますけれども、現実問題としては既に消費税も導入されていることでありま

すから、そうした現実も踏まえて、民主主義を支える税制としてより広く薄く、様々な継ぎはぎ

の改革の中で課税ベースが狭くなっている、その狭くなっている分、部分的に税率が厚くなって

いる、それを広く薄くする、その部分に非常に重点が置かれているわけです。 

 中立と活力の問題に関しては、基本的には活力、経済成長を最大にするための税制というのは、

特別の条件がない限りは資源配分に対して中立的な税制であると。これは覆しようのない真理で

あるわけであります。しかしながら、現実に中立という言葉が、税収の中立と混同されたり、あ

たかも何もしないことをもって中立とするというような、そういった偏った使われ方がしている

中で、本論に返って経済を活性化させるということを前面に出そうということを申し上げている

わけで、その意味では広く薄くということを課税に、また納得できると、納得できる税制という

ことを目指しているわけで、継ぎはぎの税制ではない抜本的な税制改革ということを目指してい

るわけでございます。 

 

○辻泰弘君 日銀の方、審議役さん、どうもありがとうございました。御退室をいただいて結構

でございます。 

 

○委員長（中原爽君） 山口審議役、御退席いただいて結構でございます。 

 

○辻泰弘君 そこで、事前にお伝えしておりますので、官房長官、簡単に御見解示していただき

たいと思うんです。 

 無年金障害者対策について坂口厚生労働大臣が私案を出されているということでございまして、

前回、私、この場でも財務副大臣に御所見を伺っているんですが、政府としてこの坂口私案に対

してどう対処されるかお聞かせください。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 年金を受給していない障害者に対しまして現金給付を行うというこ

とにつきましては、拠出制の年金制度を始めとする既存制度との整合性、それからまた給付に必

要となる多額の財源確保の見通しというようなことを十分な検討を行わなければいけない、そう

いう問題だというように認識しております。 

 いずれにしましても、なかなか難しい問題でございますので、厚生労働省において坂口私案を

踏まえて引き続きこのような論点についての検討を進めていくことが必要であると、こう考えて

おります。 

 

○辻泰弘君 これも事前にお伝えしていることでございますので結論部分を教えていただきたい

と思うんですが、私は第九次雇用対策基本計画の改定ということを何度か質問しておるんですけ

れども、政府としてこの雇用対策基本計画の改定に取り組まれることがあるのかどうか、お伺い

したいと思います。 

 

○国務大臣（福田康夫君） 雇用対策基本計画は、雇用対策法に基づいて政府の策定する経済全

般に関する計画との調和を考慮して策定すると、こういうことになっております。 

 政府といたしましては、現在の第九次雇用対策基本計画と本年一月に策定いたしました構造改

革と経済財政の中期展望との間でもって、経済や雇用に関する施策の基本的方向性は一致してい

るという認識をしておりまして、現状においては本計画を改定する必要はあるとは考えておりま

せん。 



○辻泰弘君 竹中経済財政担当大臣にお伺いいたします。 

 大臣は、経済活性化策の一環で先端産業や高度医療の特区というものについて、その創設につ

いて前向きな御発言をされているんですけれども、このことについての御見解をお伺いしたいと

思います。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 御承知のように、骨太第二弾で決められました経済活性化の一環と

して特区を進めるということは、これはもう既に内閣の方針になっております。推進本部も作ら

れて、推進室も作られまして、特区を進める。その特区の構想そのものは各自治体等々、これは

民間企業も含みますが、個々の推進主体に知恵を出していただいて、各地域の特性を出していた

だくということでありますが、そのうちの一つとして先端医療等々の特区というのは私は大変有

望な一つの分野であろうかと思います。 

 規制は、総論は賛成でありますが、ともすれば各論になると反対が出る。そうした特区でいい

成功事例を示すことによって、それが全国的に良い方向に広がっていく、その意味では特区は大

変重要であると思いますし、その一つの例として御指摘のような特区は私自身は大変期待を持っ

て見ておりますし、そのような動きは現実にあるというふうに思います。 

 

○辻泰弘君 税制改革についてひとつ官房長官お教えいただきたいんです。これも通告している

ことですけれども、法人課税について、経済財政諮問会議で小泉総理が、いろんな役所が高い低

い、国際的に高い低いという議論があったという中で、財務省と経産省はよく打合せをしてほし

い、誤解を与える、どうして説明が違うのかと。同じ日本の政府の役所で違うというのは議論を

迷わせる、よく調整してほしいと、こういう議論があったわけでございますが、それを踏まえて

現行法人課税というものについて国際的にどうなのかということについて、政府としての言わば

統一見解を教えていただきたいと思います。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 基本的にむしろ見解の相違というよりも若干の議論の混乱があると

いうことであろうかと思います。一般的に財務省がよくお使いになる数字はいわゆる実効税率と

いうものでありますけれども、一方で経済産業省等がよくお使いになる、財界もお使いになるの

は実効負担率という数字である。これはどの概念で見るのが一番適切なのか。これは概念が違う

わけでありますから、その概念について、もちろんこれは概念でありますから一長一短それぞれ

にあるわけでありますから、今、諮問会議等々でより議論を深めようというふうにしているとこ

ろでございます。 

 

○辻泰弘君 竹中大臣にお伺いいたします。こういう御発言をなさっておられるので、それにつ

いてお伺いしたいです。 

 学者が政府内に入ることの明らかなメリットの一つは、こんなことをしたら政治生命が終わり

だという発想がないことです、実際私には政治生命は関係ない、私は小泉さんに頼まれたからや

っているだけであって、やるべき仕事を終えれば一刻も早く大学に帰りたいと思っていますとお

っしゃっているんですが、このことについて真意をお聞かせください。 

 

○国務大臣（竹中平蔵君） 何か随分以前にそういう発言をさせていただいたと思いますが、恐

らくそれの前後に国会議員になるつもりはありますかというような御質問があったのではないか

なと思います。私は先生方のように選挙に立候補するつもりはございません。まあ若干の専門的

知見を持った人間としてそれなりに総理のために貢献をさせていただきたいと、そのような趣旨

で申し上げたわけでございまして、是非ともそのような立場を貫かせていただきたいと思ってお

ります。 

 

○辻泰弘君 時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。 


